
15 老齢基礎年金の繰上げと繰下げ
　老齢基礎年金は原則として65歳支給開始ですが、希望すれば60歳から64歳までの間で繰上
げ受給することもできます。但し、年金額は繰上げ年齢によって一定の率で減額され、65歳
以後も同じ割合で減額された年金を一生涯受給します。逆に、繰下げ受給として66歳以後に
繰下げて受給開始することもでき、受給開始年齢により一定の率で年金が増額されます。

※昭和15年度以前生れの人の繰上げ・繰下げは１年単位です。
※昭和16年度以後生れの人の繰上げ・繰下げは１ヶ月単位で、繰上げ
　の場合は0.5％ずつ減額、繰下げの場合は0.7％ずつ増額されます。
　但し66歳到達前に受給開始となる繰下げはできません。

繰上げ・繰下げ時の支給率
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損益分岐点の年齢（参考）
65歳から本来受給
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受給開始受給方法 分岐点 繰上げた場合 65歳から本来受給

分岐点 繰下げた場合 65歳から本来受給

分岐点 繰下げた場合 65歳から本来受給

損益分岐点の年齢（参考）
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※70歳まで繰下げたら81歳
　まで受給すれば得になる

※60歳まで繰上げたら76歳で
　本来受給に追い抜かれる

※繰上げ請求して受給を開始した年金の減額率は生涯変わりませんので、年金額も一生涯
　減額されたままです。また、繰上げ請求を元に戻すこと（取消・変更等）はできません。
※繰上げ請求後の年金受給には以下のような制限があります。
　　◆繰上げ請求後に ･･･
　　　　①国民年金の任意加入はできません。また過去の免除期間や学生納付特例期間の追納もできません。
　　　　②繰上げ支給決定後に他の公的年金の加入期間等が判明しても、繰上げ請求の取消はできません。
　　　　③障害になった場合、障害基礎年金を受給できません。
　　　　④夫が死亡した場合、国民年金の寡婦年金を受給できません。
　　　　⑤配偶者が死亡した場合、65歳までは遺族年金と自身の年金はどちらか一方の選択となります。
　　　　⑥厚生年金の障害等級表の３級以上に該当しても、障害者の特別支給の特例(７頁)は受けられません。
　　　　⑦厚生年金の加入期間が44年以上に達しても、長期加入者の特別支給の特例(７頁)は受けられません。
　　◆繰上げ請求をしても ･･･
　　　　・失業給付(雇用保険)の受給中は、老齢基礎年金以外の年金(報酬比例部分等)は支給停止となります。
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